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◆　兵庫共同センター　第4回総会

憲法改悪ストップ兵庫県共同センターの第４回総会は１月１４日三宮勤労会館で開催。参加者は、県レベルの２５団体から９０名、１３の地域共同センターから３２名、３１の分野と地域９条の会から４２名　その他１６名でした。
　総会に先立って、「憲法をめぐる情勢」について小森陽一「九条の会」事務局長・東大教授が９０分講演。会場に入りきれない程人々がつめかけ（１８０人）資料不足となり、増刷に走るハプニングとなりました。

　総会では津川センター代表が開会挨拶し「０５年１月に発足以来、わが共同センターのたたかいや９条の会との関連と区別を明確にしつつ、果敢に県民過半数世論つくりに奮闘してきた。しかし「改憲」国民投票法が２０１０年５月１８日に施行されるという事態となり、ひと回りもふた回りも運動を大きくしたいと考え、全県各地で共同センターの運動と体制を強化についてしっかり意思統一したい」と強調。
山口事務局長が提案した強調点は、①県内でも「改憲先取り」「有事体制」の動きとして、伊丹自衛隊基地、姫路港、但馬地域での米軍機低空飛行、さらに「国民保護計画」による訓練がはじまっている。②２００７年は「改憲手続き法」反対運動を軸に、数回の全県統一行動、昨年５・３の県内１５ケ所８８００人参加の全県同時集会・行動の画期的な取り組み、過半数署名が１２．３％の到達など大きな前進だった。③主要１０団体による県共同センターを大きく拡げる提起を準備してきた。
２０１０年５月１８日までに県民過半数署名の達成をめざすためのあらゆる創意を結集する行動方針として、①構成団体傘下の地域組織による”地域の特徴を生かした地域共同センターの確立”がカナメ。②毎月２０日に全県からの署名集約体制をつくる。③０８年５月３日は昨年を上回る全県同時多発の大行動・集会にしよう、など。
参加者発言は時間の関係で、新婦人灘区支部、北はりま教員９条の会、北区憲法共同センター、中央区共同センター、垂水区共同センターの５人。それぞれユニークで地域事情を最大限に生かしつつ行政区住民の過半数に責任を持つ運動への決意が述べられました。

■ 憲法センター明石、地域全戸訪問・対話を開始　　
　憲法改悪反対明石共同センターは、JR明石駅前で憲法署名宣伝を定例で行っていますが、昨年末はじめて全戸訪問に入りました。江井ヶ島のＡ自治会区域で６名の参加で３０筆の署名を集めました。あいにくの大雨で全戸は当たりきれませんでしたが、県内でもあまり例のない取り組みに一歩踏み出すことが出来ました。今後も定期的に実施する方針です。なお１月行動は１９日にJR明石駅南広場で宣伝と署名活動を行いました。
◆ 群馬 「保守王国」で改憲反対の共同

憲法改悪反対群馬県共同センターは昨年12月で結成3周年でした。県労会議に結集する労組と民主団体で結成し、13団体で運営委員会を構成。以来月1回の運営委員会で交流や情勢討議、行動の具体化をはかってきました。

結成翌年の05年は、県内各地に結成ととりくみが広がった「九条の会」と共同して「かがやけ9条11・3群馬のつどい」にとりくみ、県民会館大ホールを2300人で埋め尽くして、憲法運動の大きなステップとなりました。06年から07年へは、改憲の第一歩とねらう教育基本法改悪反対闘争と国民投票法案・改憲手続き法案阻止を掲げてたたかい、学習と宣伝、署名運動、九条の会づくりと運動の推進力に努めてきました。
08年早々に入って、「新テロ特措法」の国会情勢緊迫の中で、1月9日、前橋駅前で「九の日」共同宣伝を実施しました。ちょうど前橋「初市」でだるまを購入した初市参加の人たちから「頑張れよ」の激励をもらい、11団体17名の行動参加者も弾みました。

1月の運営委員会では、継続課題となっていた「県内一つ（利根沼田地区）しかない地域共同センターを全県に結成」することと、「憲法改悪反対県民過半数結集（署名）」の具体化を合わせ、改憲発議をさせない世論づくりを、文字通り「草の根」運動の推進に挑戦しようということにもなりました。

「保守王国」と言われる群馬県内でも、「戦争はいや」「9条は守らねば」の声、最近は、「最低限度の生活保障・25条生かせ」など、要求と結んだ憲法学習の取り組みも始まっています。
なお、今年の「5・3憲法記念日集会」は、実行委員会形式でとりくまれています。今までは、自由法曹団などの法曹団体が手弁当で主催し、共同センターは「協力共同する」くらいでしたが、今年は県民的規模のとりくみに発展しようとしています。九条の会の方々とも共同して大きな成功をかちとりたいと力を尽くしています。
◆ 長崎　給油艦の佐世保出港に抗議
　自民・公明の与党が、「再議決」という強行手段で成立させた新テロ特措法にもとづき、給油再開の第一陣として海上自衛隊の補給艦「おうみ」（佐世保基地所属・乗組員150人）が1月25日、佐世保港を出航しました。

同日、出航を目の前にした千尽埠（ふ）頭では、佐世保市平和委員会などが呼びかけた緊急抗議集会が開かれ、「憲法9条守れ」などのプラカードを掲げた市民ら約40人が、「アメリカの戦争支援やめよ」「困っている国民生活にこそ給油を」と怒りの声をあげました。

情勢報告した佐世保原水協の山下千秋理事長は、「米艦船給油への突破口を開いたのは2001年11月、佐世保だった」｢この6年間に63隻が日本の港から出航し、そのうち23回が佐世保」。「佐世保基地が海外派兵の中心を担っている」と、その危険性を指摘しました。参加した憲法改悪阻止県共同センターの大塚孝裕事務局長は、「再可決は国民の支持をえられていない」と訴え、9条を守る運動のいっそうの前進を呼びかけました。

■　目に見え楽しい活動　上戸町病院九条の会

長崎市内で、医療に携わるものとして、「人の命を奪う戦争は絶対反対！」。その戦争に一歩でも近づく憲法の改悪は許せないという思いで、2005年4月に発足しました。
県九条の会の井田洋子先生の講演「憲法を知ること。戦争を知ること。平和を考えること」を皮切りに学習会を重ね、職員に憲法について関心をもってもらうため、「平和メッセージ」をつないだタペストリーを作成し、「目に見える・楽しい」活動を心がけました。

　鍋を囲んでの映画鑑賞会もあれば、待合室で短時間のビデオ上映も。帰宅する職員を誘って、ひとりでも多くの職員が平和や憲法を考える時間をもってくれるように工夫しています。

　いまは、毎月「九」の日に、病院の下で「行ってらっしゃい早朝宣伝」をしています。タペストリーを掲げ、通勤途中の人や車に、「きょうは憲法のことを考えてください」と訴えます。早朝なので寒さが骨身にしみますが、一人でも駆け寄って応援してくれると元気倍増。あきらめず、続けること。仲間が少しずつでも増えていくように活動を続けます。（山崎理絵）

◆ 都教組青年部が「9ちゃん」アピール行動　
谷川真里ハーフマラソン大会で
１月１３日の日曜日に、地雷撤廃チャリティ大会、第９回谷川真理ハーフマラソンが開催されました。都教組青年部では、走者、応援者合わせて９名が参加しました。会場が荒川の河川敷で、川から吹き上げてくる冷たい風に体が硬直しながら、ランナーも応援団も必死で走り、応援をしました。
この大会は、「地雷撤廃をテーマに大きな愛の輪を広げたい」という願いを込めたチャリティマラソン大会で、過去８年間で約１０００万円の募金が集まっています。
５キロとハーフの２０キロのコース設定があり、ランナーも応援団も９ちゃんＴシャツを着用し、スタート時には、青年部旗を持ち見送りをしました。参加者がとても多く、たくさんの方が９ちゃんＴシャツや青年部旗を見てくれていました。
ランナーの皆さんが走っている間、応援団は憲法９条のビラを３００枚まき，憲法９条改憲反対の署名を４０筆集めることができました。　

日頃は署名などをあまりしないという、男性の方が訴えに賛同して署名し、中学生たちが「戦争をしてはいけない」と署名してくれました。また、チラシを配っていたときに、「私も９条の会に入っているんですよ」と声をかけてくれた方がいて、体は冷え切っていましたが気持ちは熱くなり元気が出てきました。
【都教組青年部・田邊綾子】

　短信･ホットライン　　
■　九条の会「第二回全国交流集会」の報告集発行
　「九条の会」はこのほど、昨年11月に開催した「第二回全国交流集会」の報告集を発行しました。全国交流集会は、47都道府県から550の地域・分野の「会」代表1020人が参加して都内で行われました。任期内改憲を掲げた安倍内閣を退陣に追い込んだ成果を確認しつつ、粘り強く運動を広げてきた経験を交流しあいました。

　報告集は、交流集会での「九条の会」呼びかけ人五氏のあいさつや全体会、分散会・分科会での各地・各界の報告要旨やそれぞれのまとめなどを収録。「九条の会」からの訴え、全国での結成状況なども掲載されていて便利です。Ｂ５判88ページ、頒価800円です。

　問い合わせ先、「九条の会」東京都千代田区西神田２の５の７神田中央ビル３０３（電話０３・３２２１・５０７５、ファクス０３・３２２１・５０７６）
■「九条の会講演会」　小田実さんの志を受けついで

０４年６月１０日、「九条の会」発足の記者会見で、憲法は「いまこそ旬」だと語った小田実さん。昨年亡くなられた小田実さんの志を受けつぎ、ひきつづき憲法九条を守り、生かしていく主旨で、「九条の会」は講演会を開催します。

○と　き　3月8日(土)　午後1時半(開場12時)

○会　場　CCレモンホール(旧渋谷公会堂)

○お　話　井上ひさし、大江健三郎氏（ほかの呼びかけ人は未定）

○音　楽　チェロとピアノ演奏　
○入場料　全席自由席、前売券：１０００円・・郵便振替で代金を下記「九条の会」事務局に送金ください。折り返し入場券をお送りします。

口座名：九条の会　口座番号：００１８０―９－６１１５２６

通信欄に「講演会入場券○枚希望」と記入ください

□当日券は１２００円　問合せ：九条の会事務局　☎03-3221-5075








































